
不動産公正取引協議会連合会 

＊平成２７年１２月４日 変更 

別表１ 分譲宅地（小規模団地※を含み、残区画数が１区画のものを除く。） 

※ 「小規模団地」とは、総区画数又は販売区画数が２以上１０未満のものをいいます。 
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１ 広告主の名称又は商号 ○ ○ ○ ○ 

２ 広告主の事務所の所在地 ○ ○  ○ 

３ 広告主の事務所（宅建業法施行規則第１５条の５の２第１号の施設を含む。）の電話番号 ○ ○ ○ ○ 

４ 宅建業法による免許証番号 ○ ○  ○ 

５ 所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である旨 ○ ○  ○☆ 

６ 取引態様（売主、代理、媒介（仲介）の別） ○ ○ ○ ○ 

７ 広告主と売主とが異なる場合は、売主の名称又は商号及び免許証番号 ○ ○☆   

８ 売主と事業主（宅地造成事業の主体者）とが異なる場合は、事業主の名称又は商号 ○    

９ 
物件の所在地（パンフレット等の媒体を除き、小規模団地及び副次的表示にあっては地

番を省略することができる。） 
○ ○ ○ ○ 

10 交通の利便 ○ ○ ○ ○ 

11 開発面積 ○ ○☆   

12 総区画数 ○ ○☆   

13 販売区画数 ● ● ● ● 

14 
土地面積及び私道負担面積（パンフレット等の媒体を除き、最小面積及び最大面積のみ

で表示することができる。） 
○ ○ ○ ○ 

15 地目及び用途地域（注１） ○ ○ ○ ○ 

16 建ぺい率及び容積率（容積率の制限があるときは、制限の内容） ○ ○ ○ ○ 

17 
宅建業法第３３条に規定する許可等の処分の番号（パンフレット等の媒体を除き、造成

工事が完了済みの場合は省略することができる。） 
○ ○  ○ 

18 道路の幅員 ○ ○   

19 主たる設備等の概要 ○ ●   

20 
工事の完了予定年月（パンフレット等の媒体を除き、造成工事が完了済みの場合は省略

することができる。） 
○ ○ ○ ○ 

21 

① 
価格（パンフレット等の媒体を除き、最低価格、最高価格並びに最多価格帯及びそ

の区画数のみで表示することができる。） 

● ● ● ● 

② 

上下水道施設、都市ガス供給施設等以外の施設であって、共用施設又は特別の施設

について負担金等があるときはその旨及びその額並びにこれらの維持・管理費を必

要とするときはその旨及びその額 
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① 借地の場合はその旨 ○ ○ ○ ○ 

② 
当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨

及びその額 ● ● ● ● 

③ １か月当たりの借地料 

23 入札及び競り売りの方法による場合においては、規則第１２条に定める事項 ○ ○ ○ ○ 

24 取引条件の有効期限 ● ●   

25 情報登録日又は直前の更新日及び次回の更新予定日    ● 

（注）１ 市街化調整区域の土地にあっては、用途地域に代えて市街化調整区域である旨を明示するほか、都市計画法施行

令第３６条第１項第３号ロ又はハに該当するものについては、住宅等を建築するための許可条件を記載すること。 

２ パンフレット等には、施行規則第４条第２項各号に定めるいわゆるデメリット事項を記載すること。 

３ 予告広告においては、施行規則第５条に定める「予告広告に係る必要な表示事項」を記載すること。 

４ 「●」の事項は、予告広告において省略することができる。 

５ 「○」に「☆」が付された事項は、小規模団地及び副次的表示において省略することができる。 


